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１．工業標準化制度の概要

国際規格

ＩＳＯ／ＩＥＣ

日本工業標準調査会（JISC)における審議

日本工業規格（ＪＩＳ）Basic
基本規格 方法規格製品規格

整合性の確保

主務大臣

2

認証に適した製品規格
製品認証を意図しない規格、
製品認証の対象となり難い規格

鉱工業品に係る試験

政府による認証機関の登録

登録認証機関による

事業者の認証

事業者によるＪＩＳマーク表示

（ＪＩＳマーク表示制度） （自己適合宣言） （ＪＮＬＡ制度）

自己確認

事業者による自己適合宣言

試験事業者によるＪＮＬＡマーク

付き試験証明書の交付

政府（ＮＩＴＥ）による試験事業者の登録



２．JISマーク表示制度とは

� ＪＩＳマーク表示制度とは、国に登録された機関（登
録認証機関）から認証を受けた事業者（認証製造業者
等）が、認証を受けた製品またはその包装等にＪＩＳ
マークを表示することができる制度であり、製品のサ
ンプリングによる製品試験と品質管理体制を審査する
ことによって、認証製造業者等から出荷される個々の
製品の品質を保証する第三者認証制度である。

� ＪＩＳマークが表示された製品は、その製品が該当す
るＪＩＳに適合していることを示しており、その適合
性は認証製造業者等が確保する。

� 取引の単純化の他、製品の互換性、安全性及び公共性
等の観点の他、メーカーの品質管理に関するアピール
から表示されることが多い。
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３．ＪＩＳマーク表示制度の沿革

１９２１（大正１０）年： 工業品統一調査会設置

１９２２年に初めての日本標準規格（ＪＥＳ）の制定

１９４９（昭和２４）年： 工業標準化法の制定

ＪＩＳマーク表示制度スタート

１９６６（昭和４１）年： ＪＩＳマーク表示制度に加工技術を追加
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１９８０（昭和５５）年： 公示検査制度の導入

ＪＩＳマーク表示制度を海外へ開放

１９９７（平成 ９）年： 指定認定機関及び承認認定機関による認定制度の追加

２００５（平成１７）年： 新ＪＩＳマーク制度スタート（１０月１日）

第三者認証制度の導入

２００８（平成２０）年： 旧ＪＩＳマーク制度経過措置終了（９月３０日）



４．ＪＩＳマーク表示制度の概要（１）
－制度の仕組み－

国

登録認証機関

登録 工業標準化法

（ＩＳＯ／ＩＥＣガイド６５）

認証対象の製品を製造する工
場（複数可）における製造及び
検査がＪＩＳに基づき実施されて
いるか、品質管理体制を審査。

品質管理

国内

認証

製造業者等

工業標準化法、認証省令、
ＪＩＳ Ｑ１００１
（ＩＳＯ／ＩＥＣガイド２８）

フォローアップ
・定期的な認証維持審査

・臨時の認証維持審査

製品試験

ＪＩＳ適合性試験

製品をランダムサンプリン
グし、該当JISに基づく試験
による確認

登録認証機関の管理の下で実施

認証省令、ＪＩＳ Ｑ１００１、
分野別認証指針、該当ＪＩＳ等

国内
製造業者、加工業者
販売業者、輸入業者
海外
製造業者、加工業者
輸出業者

ＪＩＳマークの表示
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４．ＪＩＳマーク表示制度の概要（２）
－認証対象規格－

� 認証に適した製品規格の考え方は、

（１） 性能項目に関する規定が適切であること。

（２） （１）の項目についての試験方法の規定が適切であること。

（３） 表示の項目の規定が適切であること。

（４） 引用規格が、改正や廃止されていないこと。
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認証に適した製品規格

日本工業規格（ＪＩＳ）
約10,000規格

基本規格 製品規格 方法規格

製品認証を意図しない規格
又は

製品認証の対象となり難い規格


